
 公表 

 

第 30 回技能グランプリ「園芸装飾」職種 持参工具等一覧 

 

「園芸装飾」競技課題「２ 注意事項」⑧に記載のように 

  １ 製作に必要な工具については､各自が判断し、持参すること。 

  ２ ただし、充電式ドライバードリルとインパクトドライバーの使用は可とする。そ 

れ以外の電動工具及び火気を用いる器具は不可とする。 

  ３ 製作の着手に先立って、使用可否の点検を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「園芸装飾」職種 


